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○東松山市ス テ ーシ ョ ン ビ ル管理規則 

平成２ ０ 年５ 月３ ０ 日 

規則第９ １ 号 

（ 目的）  

第１ 条 こ の規則は、 市が東松山市箭弓町１ 丁目５ ２ ９ ２ 番２ ０ に建設し た東

松山市ス テ ーシ ョ ン ビ ルにおける 秩序の維持又は災害の防止に関し 必要な 事

項を 定め、 施設の適正な管理を 図る こ と を 目的と する 。  

（ 意義）  

第２ 条 こ の規則において 、 次の各号に掲げる 用語の意義はそれぞれ当該各号

に定める と こ ろ によ る 。  

( 1)  東松山市ス テ ーシ ョ ン ビ ル 市が、東松山駅を 利用する 市民等の利便の

ために、 東松山市箭弓町一丁目５ ２ ９ ２ 番２ ０ に建設し た建物及びその敷

地を いう 。  

( 2)  行政管理区域 東松山市ス テ ーシ ョ ン ビ ル（ 以下「 ス テ ーショ ン ビ ル」

と いう 。 ） のう ち 、 自由通路区域及び店舗貸付区域を 除いた区域を いう 。  

( 3)  自由通路区域 ス テ ーシ ョ ン ビ ルのう ち 、市民が東松山駅の利用又は通

行のために利用する 区域を いう 。  

( 4)  店舗貸付区域 ス テ ーシ ョ ン ビ ルのう ち 、 施設の余裕部分と し て 、 当該

部分を 第三者に貸し 付けし た区域を いう 。  

（ 行政管理区域の管理）  

第３ 条 市は、 行政管理区域について 施設を 適正に維持する ために管理する と

と も に、 その一部について 市民サービ スの向上のた め利用する こ と がで き る

も のと する 。  

（ 自由通路区域の管理）  

第４ 条 市は、 自由通路区域を 市民が快適に利用で き る よ う に管理する も のと

する 。  

（ 店舗貸付区域の管理）  

第５ 条 市は、 ス テ ーシ ョ ン ビ ルのう ち 、 法令その他規則の定める と こ ろ によ



り 、 施設の余裕部分を 第三者に貸し 付ける こ と がで き る も のと する 。  

２  前項の貸付は、 市は相手方と 賃貸借契約を 締結する こ と によ り 行う も のと

する 。  

（ 使用の制限）  

第６ 条 何人も 、ス テ ーシ ョ ン ビ ルの行政管理区域又は自由通路区域において 、

次の各号に掲げる 行為を し て はな ら な い。 た だし 、 その行為がス テ ーシ ョ ン

ビ ルの秩序の維持又は災害の防止に支障がな いと 認めら れる も ので 、 特に市

長が許可し た場合はこ の限り で な い。  

( 1)  ス テ ーショ ン ビ ルにおける 物品の販売、 宣伝、 勧誘その他こ れに類する

行為 

( 2)  ス テ ーシ ョ ン ビ ルに公用又は公共用を 目的と する 以外の広告物（ ビ ラ 、

ポス タ ーそ の他こ れに類する も のを 含む。 以下同じ 。 ） を 掲示又は配布す

る 行為 

( 3)  ス テ ーショ ン ビ ルにおいて 、テ ン ト その他こ れに類する 施設を 放置する

行為 

( 4)  ス テ ーショ ン ビ ルにおいて 、 旗、 のぼり 、 幕、 プ ラ カ ード その他こ れに

類する 物若し く は拡声機、 車両等を 所持し 、 又は持ち 込も う と する 行為 

( 5)  前各号に定める も ののほか、ス テ ーシ ョ ン ビ ルの適正な 管理に支障と な

る 行為 

（ 許可申請）  

第７ 条 前条ただ し 書の規定によ り 、 市長の許可を 受けよ う と する 者は、 東松

山市ス テ ーシ ョ ン ビ ル使用許可申請書（ 様式第１ 号） を 提出し な ければな ら

ない。  

（ 許可・ 不許可）  

第８ 条 市長は、 前条の規定によ る 申請があっ た場合は、 そ の内容を 審査し 、

その許可又は不許可の決定を 行い、東松山市ス テ ーシ ョ ン ビ ル使用許可書（ 様

式第２ 号） 又は東松山市ス テ ーシ ョ ン ビ ル使用不許可決定書（ 様式第３ 号）

によ り 、 申請者に回答する も のと する 。  



（ 許可条件等）  

第９ 条 市長は、 前条の規定によ り 許可を する 場合において 、 必要な 条件及び

遵守すべき 事項を 付し て許可する こ と がで き る 。  

２  前項の規定によ り 許可を 受けた者は、 許可条件そ の他指示さ れた事項を 遵

守し な ければな ら な い。  

３  市は、許可によ り 発生し た損害（ 許可期間中における 管理上の責任を 含む。）

について、 責任を 負わない。  

（ 許可の取消等）  

第１ ０ 条 市長は、 前３ 条の規定によ り 使用の許可を 受けた 者が許可条件又は

遵守すべき 事項に違反し て いる 場合は、その者に対し 違反事項の是正を 命じ 、

若し く はその許可の条件を 変更し 、 又はその許可を 取り 消すこ と ができ る 。  

（ 禁止及び退去命令）  

第１ １ 条 市長は、 次の各号のいずれかに該当する 者に対し て、 必要がある と

認める と き は、 その行為を 禁止し 、 又はス テ ーシ ョ ン ビ ルから 退去する こ と

を 命ずる こ と ができ る 。  

( 1)  こ の規則に違反する 行為を し て いる 者 

( 2)  危険物を 持ち 込み又は持ち 込も う と する 者 

( 3)  建物、 工作物そ の他の施設を 破壊し 、 損傷し 、 汚損し 、 若し く はこ れら

に落書し 、 又こ れら の行為を し よ う と する 者 

( 4)  火災予防上危険を と も な う 行為を し 、又はこ れら の行為を し よ う と する

者 

( 5)  放歌、 高唱若し く はねり 歩き 等の行為を し 、 又はこ れら の行為を し よ う

と する 者 

( 6)  座り 込み、 そ の他通行の妨害と な る よ う な行為を し 、 又はこ れら の行為

を し よ う と する 者 

( 7)  金銭、 物品等の強要又は押売り を し よ う と する 者 

( 8)  立ち 入り を 禁止し た区域に立ち 入り 、 又は立ち 入ろ う と する 者 

( 9)  職員に面会を 強要する 者 



( 10)  前各号に掲げる も ののほか、 ス テ ーシ ョ ン ビ ルの秩序維持又は災害の

防止に支障を き たすよ う な 行為を し 、 又はし よ う と する 者 

（ 撤去命令）  

第１ ２ 条 市長は、 次の各号のいずれかに該当する 場合（ 第６ 条ただし 書の規

定によ り 許可し た者の行為を 含む。 ） は、 そ の所有者若し く は占有者又は当

該各号に掲げる 行為を し た者にそのも のの撤去を 命ずる こ と ができ る 。  

( 1)  ス テ ーショ ン ビ ルに持ち 込ま れた危険物 

( 2)  許可を 受けないで ステ ーシ ョ ン ビ ルに掲げら れ、 貼ら れ、 若し く は持ち

込ま れた広告物、 旗、 のぼり 、 幕、 プ ラ カ ード その他こ れに類する 物又は

ス テ ーシ ョ ン ビ ルに持ち 込ま れた拡声機、 車両等 

( 3)  許可を 受けないで 設置さ れたテ ン ト その他こ れに類する 施設 

( 4)  前各号に掲げる も ののほか、ス テ ーシ ョ ン ビ ルに持ち 込ま れたも のでス

テ ーシ ョ ン ビ ルの秩序の維持又は災害の防止に支障を き たすおそれがある

と 認めら れる も の 

２  市長は、 前項に掲げる も のの所有者又は占有者が前項の命令に従わな いと

き 、 若し く はそ の者が判明し な いと き 、 又は緊急の必要がある と 認める と き

は、 自ら こ れを 撤去する こ と がで き る 。  

（ 罰則）  

第１ ３ 条 第１ １ 条又は第１ ２ 条第１ 項の規定によ る 命令に従わず違反行為を

し た者は、 ２ ０ ０ ０ 円以下の過料に処する 。  

附 則 

こ の規則は、 平成２ ０ 年６ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 平成２ ８ 年３ 月３ １ 日規則第３ ０ 号）  

（ 施行期日）  

１  こ の規則は、 平成２ ８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

（ 経過措置）  

２  行政庁の処分その他の行為又は不作為について の不服申立て に関する 手続

で あっ て こ の規則の施行前にさ れた行政庁の処分そ の他の行為又はこ の規則



の施行前にさ れた申請に係る 行政庁の不作為に係る も のについて は、 な お従

前の例によ る 。  

３  こ の規則の施行の際、 第１ 条の規定によ る 改正前の東松山市情報公開条例

施行規則、第２ 条の規定によ る 改正前の東松山市個人情報保護条例施行規則、

第４ 条の規定によ る 改正前の東松山市職員駐車場使用規則、 第６ 条の規定に

よ る 改正前の東松山市税に関する 文書の様式を 定める 規則、 第７ 条の規定に

よ る 改正前の東松山市分担金徴収条例施行規則、 第８ 条の規定によ る 改正前

の東松山市市民福祉セ ン タ ー条例施行規則、 第９ 条の規定によ る 改正前の中

国残留邦人等の円滑な 帰国の促進並びに永住帰国し た中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する 法律施行細則、 第１ ０ 条の規定によ る 改正前

の東松山市生活保護法施行細則、 第１ １ 条の規定によ る 改正前の東松山市こ

ど も 医療費支給に関する 条例施行規則、 第１ ２ 条の規定によ る 改正前の東松

山市保育園設置及び管理条例施行規則、 第１ ３ 条の規定によ る 改正前の東松

山市特定教育・ 保育施設等利用者負担金額に関する 規則、 第１ ４ 条の規定に

よ る 改正前の東松山市家庭的保育事業等設置認可等規則、 第１ ５ 条の規定に

よ る 改正前の東松山市保育施設の利用調整等に関する 規則、 第１ ６ 条の規定

によ る 改正前の東松山市児童手当事務処理規則、 第１ ７ 条の規定によ る 改正

前の東松山市子ど も 手当事務処理規則、 第１ ８ 条の規定によ る 改正前の東松

山市平成２ ３ 年度における 子ど も 手当の支給等に関する 特別措置法に基づく

子ど も 手当事務処理規則、 第１ ９ 条の規定によ る 改正前の東松山市放課後児

童ク ラ ブ 条例施行規則、 第２ ０ 条の規定によ る 改正前の東松山市ひと り 親家

庭等の医療費の支給に関する 条例施行規則、 第２ １ 条の規定によ る 改正前の

東松山市保育の必要性の認定基準等を 定める 条例施行規則、 第２ ２ 条の規定

によ る 改正前の東松山市特定教育・ 保育施設及び特定地域型保育事業者の確

認等及び業務管理体制に係る 届出に関する 規則、 第２ ３ 条の規定によ る 改正

前の障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援する ための法律施行細則、

第２ ４ 条の規定によ る 改正前の東松山市基準該当障害福祉サービ ス 及び基準

該当通所支援事業者の登録等に関する 規則、 第２ ５ 条の規定によ る 改正前の



東松山市身体障害者福祉法施行細則、 第２ ６ 条の規定によ る 改正前の東松山

市重度心身障害者医療費の助成に関する 条例施行規則、 第２ ７ 条の規定によ

る 改正前の東松山市障害者就労支援セ ン タ ー条例施行規則、 第２ ８ 条の規定

によ る 改正前の東松山市難病患者見舞金支給条例施行規則、 第２ ９ 条の規定

によ る 改正前の東松山市ホームヘルプ サービ ス 等手数料条例施行規則、 第３

０ 条の規定によ る 改正前の東松山市老人福祉法施行細則、 第３ １ 条の規定に

よ る 改正前の東松山市後期高齢者医療に関する 条例施行規則、 第３ ２ 条の規

定によ る 改正前の東松山市国民健康保険に関する 規則、 第３ ３ 条の規定によ

る 改正前の東松山市国民健康保険税条例施行規則、 第３ ４ 条の規定によ る 改

正前の東松山市介護保険条例施行規則、 第３ ５ 条の規定によ る 改正前の東松

山市母子保健法施行細則、 第３ ６ 条の規定によ る 改正前の東松山市廃棄物の

処理及び清掃に関する 条例施行規則、 第３ ７ 条の規定によ る 改正前の東松山

市空き 地の環境保全に関する 条例施行規則、 第３ ８ 条の規定によ る 改正前の

東松山市土砂等によ る 土地の埋立て 等及び不法投棄の規制に関する 条例施行

規則、 第３ ９ 条の規定によ る 改正前の東松山のま ち を みんな で 美し く する 条

例施行規則、 第４ ０ 条の規定によ る 改正前の東松山市化石と 自然の体験館条

例施行規則、 第４ １ 条の規定によ る 改正前の東松山市法定外公共物管理条例

施行規則、 第４ ２ 条の規定によ る 改正前の東松山市土地譲渡益重課税制度に

係る 優良宅地認定事務規則、 第４ ３ 条の規定によ る 改正前の東松山市土地譲

渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る 優良住宅認定事務規

則、 第４ ４ 条の規定によ る 改正前の東松山市地区計画区域内における 建築物

の緑化率の最低限度に関する 条例施行規則、 第４ ５ 条の規定によ る 改正前の

東松山市都市計画法に基づく 開発行為等の手続に関する 規則、 第４ ６ 条の規

定によ る 改正前の東松山市土地区画整理事業における 清算金の徴収及び交付

に関する 規則、 第４ ７ 条の規定によ る 改正前の東松山市ス テ ーシ ョ ン ビ ル管

理規則、 第４ ８ 条の規定によ る 改正前の東松山市箭弓町広場イ ベン ト ス ペー

ス 使用規則、 第４ ９ 条の規定によ る 改正前の東松山都市計画東松山市下水道

事業受益者負担に関する 条例施行規則、 第５ ０ 条の規定によ る 改正前の東松



山市介護予防・ 日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する 規則、 第

５ １ 条の規定によ る 改正前の東松山市知的障害者福祉法施行細則、 第５ ２ 条

の規定によ る 改正前の東松山市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則及

び第５ ３ 条の規定によ る 改正前の東松山市障害児通所給付費等の支給等に関

する 規則に規定する 様式によ る 用紙で 、 現に残存する も のは、 当分の間、 所

要の修正を 加え 、 な お使用する こ と がで き る 。  

附 則（ 平成３ １ 年３ 月２ ２ 日規則第３ ６ 号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 令和３ 年３ 月３ １ 日規則第６ ８ 号）  

こ の規則は、 令和３ 年４ 月１ 日から 施行する 。  



 



 



 



 



様式第１ 号（ 第７ 条関係）  

様式第２ 号（ 第８ 条関係）  

様式第３ 号（ 第８ 条関係）  

 


